
川崎小 入札で総合評価方式を適用せず
議会最終日には追加議案として川崎小学校の改築の工事請負契約締結が提案さ

れ、議案質疑をしました。詳しい内容は書けませんが、特に平成２１年６月議会で大きな

議論となった関中、亀中の改築工事を総合評価方式でやりながら、今回も同じ学校の

改築でありながら総合評価方式を適用しなかった点を質しました。この総合評価方式と

いうのは、金額だけで落札者を決めるのではなく、地域要件、企業要件、技術力要件な

どの項目を点数化し、総合点の高い業者が落札するというやり方です。

あれだけ工事の安全管理が重要と言っていたのに
当時の議事録を読むと企業の技術力の提案を重視し、周辺環境や工事の安全管理

という項目で配点が高く、学校で授業をやりながらの工事なので企業の安全管理を重

視したという答弁もありました。川崎小学校も授業をやりながらの工事になり安全管理は

重要であるはずなのに、入札は金額だけで決めるというのは説得力がありません。部長

は言い訳のような答弁をしましたが、質疑を聞いていた人たちが納得できるものではあり

ませんでした。「入札は時代により変化する」と答弁しましたが、談合情報への対応は、

その変化に合わせた見直しをしなかった市が言っても全く説得力がありません。

こうきの日誌（６月１日～６月２６日） 赤旗の配達、集金活動等は除く

１日 訪問活動 １８日 亀山九条の会講演会

２日 党会議 市議団で街頭演説 市民連合みえ学習会

３日 本会議（開会） １９日 電話かけ 選挙ハガキの整理

４日 県党会議 市社保協役員会 つどい ２０日 教育民生委員会

５日 市水防訓練 ２１日 地区党会議

６日 質疑・質問通告の締め切り ２２日 参院選公示 芝候補の亀山での第一声

７日 聴き取り 亀山九条の会世話人会議 ２３日 ポスター貼り

８日 電話かけ ２４日 本会議（閉会） 教育民生委員会

９日 党会議 ２５日 亀山市教育を語り合う会

１０日 市党会議 ２６日 議会報告づくり

１１、１２日 質疑・質問の準備

１３日 本会議（議案質疑）

１４、１５日 本会議（一般質問）

１６日 平和行進

１７日 訪問活動
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談合情報への市の対応に疑問 県と大きな違い
参議院選挙が始まりました。選挙期間中は様々な制限がありますがこれを決めている

のが公職選挙法です。しかし、ブログやフェイスブック、ラインなどのＳＮＳは制限がなく、

一方でメールでの投票依頼はできません。何とも不思議な法律です。

さて、川崎小学校が建て替えられることになりましたが、この建築工事を巡って５月２６

日に市に談合情報が届きました。この談合情報は市内の建設会社を名指しし、予定価

格（事前公表をしていない）の９７％前後で落札するというものでした。市は翌日に予定

していた開札（入札額を見る）を延期しました。

談合情報の信ぴょう性の確認にはまず開札すべき
その後、６月３日に財務部長名で各議員に「公共工事の開札について」という文書が

出され、市建設工事等談合情報取扱規程に基づき、入札参加者に聴き取り調査を実

施したが、「談合の事実は確認できませんでした」と書いてありました。そして６日午後３

時３０分から開札をしました。結果は３者が入札し、予定価格内の金額を入れた１者が落

札しました（談合情報通り）。落札価格は予定価格の９８％でした。

こうした談合情報への市の対応が十分なのかを質すために急遽、一般質問で取り上

げました。今回の談合情報でまず思ったのが、談合情報が当たっているのかどうかを確

認するためになぜ、まず開札をしなかったのかということです。開札をすれば談合情報

の信ぴょう性がはっきりします。

櫻井市長が「市の取扱規程の見直しの検討」と答弁
この点、三重県の「建設工事等談合対応マニュアル」では、談合情報の通報が開札

前の場合、開札まで行い談合情報と開札結果を照合し、自らの判断又は公正入札調査

委員会に諮ることにより調査を実施するかどうかを決めることになっています。ただし、開

札はするけれど落札者決定は保留し、開札結果は結論が出るまで公表しません。

私はこうした三重県のやり方を示し、平成１９年以降変わっていない市の談合情報取

扱規程を見直すべきだと主張しました。こうした指摘に櫻井市長は、「談合情報取扱規

程の見直しについても検討したい」と答弁しました。

こうきの議会報告



国民健康保険の県単位化

櫻井市長「構造的な問題は解決しない」と答弁
６月１４日の一般質問では、国民健康保険の県単位化を取り上げ市の見解を質しまし

た。まず櫻井市長に「これまでの一般質問で、国保が抱える構造的な問題については

同じ認識であることを確認したが、平成３０年度から始まる国保の県単位化によってこの

構造的な問題が解決すると考えているのか」質しました。櫻井市長は、「解決できるとは

考えていない。公費（国の予算）の拡大が必要」と答弁しました。構造的な問題とは、加

入者に高齢者が多く所得が少ないのに、保険税が高すぎるということです。

市町間の保険税の格差は２倍 一本化はやめるべき
次に市民文化部長に現在、県と２９市町で検討が進められているいくつかの問題に

ついて質しました。一つは、保険税が県で一本化されるのかどうかです。部長は、「現時

点では、国保の県単位化により、県で統一されないものと認識している」と答弁。

さらに県下２９市町の平成２６年度の国保税の格差の大きさをグラフで示し、高いとこ

ろで一本化することになるだろうが、そうなれば現在安い市町が１人当たり数万円の値

上げになり、大変なことになります（最も高い木曽岬町が約１１万円で最も安い大紀町は

約６万円。亀山市は約９万円）。県での保険税の一本化はやめるべきだと指摘しました。

繰り入れをしないとますます高い保険税になる
二つ目に、一般会計（財源）からの法定外繰り入れはできなくなるのか質したのに対

して、部長は、「公費（国）の財政支援の拡充」がされており、「一般会計からの繰り入れ

ができなくなるとまでは聞いていないが、公費の財政支援の拡充などで繰り入れを解消

する方向にあると理解している」と答弁しました。私は「繰り入れをしなければ高い国保

税がますます高くなる。やめるべきではない。」と強く要求しました。

秘密裏に進む 会議の公開と情報の公開を求めた
三つ目に、国保税の滞納を三重地方税管理回収機構へ移管するのか質しました。

部長は、「回収機構への移管は、市税の滞納と重複する場合のみ」と答弁。私は移管は

やるべきではないと主張しました。

最後に、県単位化を議論している「連携会議」（２９市町の課長級の集まり）とその下の

「作業部会」の会議の公開と情報の公開を求めました。部長は、「県が主催する会議で

あり、県医務国保課によると公開の対象としない。また情報公開は請求に基づき適切に

処理するとの回答だった。」という答弁。

国保の県単位化は、１９６１年に国保制度ができて以来の大転換であるのに、議会に

も市民にも知らされずに秘密裏に進められています。すべて公開すべきです。

市道和賀白川線の北への延伸

６億円もかかる道路づくり 優先すべきか
６月議会の議案で、市道和賀白川線の北への延伸と

終点の手前で東へ分岐し、住山公民館付近の市道亀

田小川線（あいあいの前を通り小川方面へつながる道

路）に接続する新たな市道住山１１線の二つの市道の

認定が提案されました。

和賀白川線は、鈴鹿川やＪＲ線を越え忍山神社の前
おしやま

を通過し、斎場への進入路がある国道１号線の側道付

近まで完成しています。その終点をさらに北へ伸ばし、

住山町の円福寺付近の亀田小川線に接続する新たな

道路（左の地図の右下から左上に延びる太い線）が一

つです。

もう一つは、左の地図で終点の手前から東への新た

な市道です。

切実な市民要求には「財政難」を理由に予算をつけない
この市道和賀白川線の北への延伸は、計画段階で６億円ほどかかる事業です。公共

事業というのは当初見込みより多額になるのが普通です。財政が厳しいとことあるごとに

口にする櫻井市長が道路となるとポンと６億円もの予算をつけるのです。

ただ、もう一つの住山１１号線は、住山公民館付近の危険なＳ字カーブを改良するた

めのものであり、賛成できますが今回の提案は和賀白川線と一体のものとして提案され

ました。これでは賛成するわけにはいきません。

６億円もの予算 道路より優先すべきものがある
私はこの道路をよく通りますが、２０数億円もかけた道路であるのに交通量は少ないと

いうのが実感です。市は環状線を完成させたいと言いますが、多くの市民は６億円もの

お金があったらもっと違うところに使って欲しいというのが願いです。

中学校給食で完全給食の実施が決まりましたが、その時に教育委員会は「多額の費

用がかかる」ということを言いました。しかし、同じぐらいかかるこの道路についてはこうし

た発言はありません。また学童保育所を民設から公設へと建て替える費用ははるかに

少なくすみます。こうした市民の要望の強いものは、「財政が厳しい」という理由で退けて

おいて、需要がはっきりとしない、地元からの強い要望もないこの道路に多額の予算を

使うことは納得できません。党議員団はこの道路の認定には反対しました。


